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二次評価結果

　評価できる取組

・新型コロナウイルス感染症対策として、公共事業者に対し感染防止対策や運行継続に向けた支援を行ってい
ることを評価します。
・コロナ禍においても安心して公共交通を利用してもらえるよう、チラシやポスターの作成や、商業・集客施設で
の啓発活動などにより公共交通の安全性の周知を図られたことを評価します。

　期待する取組

・広域な地域公共交通計画の策定に関して、各市町の地域公共交通計画との整合性を図りつつ検討を進めて
いただくことを期待します。
・官民・交通機関の種別を問わない公共交通ネットワークの見える化の一層の推進を期待します。
・輸送量や収支率が低く、維持が危ぶまれる地域間幹線系統（特に計画輸送量が15未満となっている系統）に
ついては、現状の把握や課題の整理を行うとともに、当該系統の必要性に応じ、利用促進や系統維持に向けた
関係事業者や沿線自治体等と連携した取組の実施に期待します。
・引き続き新型コロナウイルス感染症対策として、公共事業者に対する支援の取り組みや公共交通の安全性の
ＰＲにより、利用者が安心して利用できる環境づくりに努めていただくことを期待します。


